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地 域 再 生 計 画 

１ 地域再生計画の名称 

  ふらの食農体験構想 

 

２ 地域再生計画の申請主体の名称 

  富良野市 

 

３ 地域再生計画の区域 

  富良野市の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

富良野市は北海道のほぼ中央に位置し、総面積は60,097ｈａで、東側には大雪連峰から

連なる十勝岳山系、西側には芦別岳を主峰とする夕張山地があり、標高のある両山脈に囲

まれて南北に細長く富良野盆地が形成されている。富良野市は富良野盆地の南半を占め、

盆地の中央を石狩川水系最長の支流空知川が北流して、富良野市街北部で富良野川と合流

して芦別方面へと流下している。空知川とその支流の平坦な流域は水田地帯となっており、

東部や南東部の丘陵部は畑作地帯が拡がっている。 

本市は、明治30年に扇山地区に入植者が入り、開拓の鍬が下ろされ明治36年には下富良

野村が置かれた。大正８年には町制を施行し富良野町となり、その当時の人口は10,805人

を数えた。その後、開拓の進展にともない年々人口は増加し昭和40年のピーク時には

36,627人に達し、昭和41年には山部町と合併して市制を施行した。昭和40年代から50年代

にかけて、農村部の過疎化が急速に進み、さらに、国道の出先機関の統廃合になり年々人

口が減少し、平成17年度実施された国勢調査において25,076人となった。 

市の基幹産業は、農業で稲作を中心に機械化一貫体制による大規模・省力化農業を推進

したが、昭和 40 年代前半から始まった米の生産調整により転作を積極的に奨励し、野菜・

果菜の導入に努め、現在では、夏季の寒暖差の大きい気候を生かした、タマネギ・ニンジ

ン・ジャガイモ・スイカ・メロンなどが特産物となっており、道内有数の産地として発展

した。 

しかしながら、近年の貿易の自由化や農業政策の転換により農業情勢は一層厳しく、経
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営の不振、担い手不足に伴う農業経営者の高齢化、鳥獣被害等により、毎年平均 30 戸余

りの農家が離農を余儀なくされている状態にある。農家戸数も平成元年度には 1,402 戸で

あったが、平成 18 年度には半減に近い 830 戸に激減しており、耕地面積も平成元年度の

10,135ha から平成 17 年度には 9,306ha となっている。さらに、離農に伴い農家一戸あた

りの平均経営規模は平成元年度の 7.22ha から 10.78ha に拡大せざるを得なくなっている

現況である。そのため、農地の非流動や耕作放棄により山間部・中山間地を中心に遊休農

地が増加傾向にあり、農用地の有効活用と新規就農者の確保が大きな課題となっている。

合わせて、消費者の価値観の多様化や輸入農畜産物の増加により、安全安心・高品質な農

畜産物が求められている。 

冷涼な気候による低農薬かつ食味の良い作物が生産されている本市では、食農教育・農

業体験を中心としたグリーンツーリズムの推進と消費者ニーズに適合した地産地消、生産

者の顔の見える農産物づくりにより、地域経済の活性化が図られるものと期待されている。 

 本市の観光は、ラベンダーや四季折々の彩りをなす田園景観、ＴＶドラマ「北の国から」

などにより年々増加傾向を示し、平成３年度に年間入り込み数が初めて200万人台を超え、

平成 14 年度には観光入り込み数が年間 249 万人に達した。しかし、「団体観光から個人観

光へ」「観る観光から体験する観光へ」など、観光形態の変化とニーズの多岐多様化に加

え、「北の国から」が平成 14 年をもって完結したこと等から、その後は、低迷を続けてい

る状態にある。 

また、平成 12 年度に実施した「富良野市観光経済調査」では、経済波及効果は年間 470

億円と推測されるものの、観光客一人当たりの平均消費額は、11,874 円であり、札幌市・

函館市・小樽市など道内の観光都市と比べ低くなっており、観光関連事業所の市内調達率

や人件費市内調達比率では、市外への流出が顕著となって表れている。さらに、来訪され

る観光客の約３／４が市内での宿泊がなく、通過型観光となっている。これらのことから、

観光事業が市内経済に与える影響は大きく、持続性のある観光地として再構築する必要が

ある。 

本市においては、滞在型観光や環境教育を含めたエコツーリズムを推進するため、現在、

ＮＰＯ法人が３団体設立されおり，新たに都市間交流や食農教育を目的としたＮＰＯ法人

設立の動きもある。さらに、「２１世紀に残したい日本の自然百選」に選ばれた約 23,000ha

に及ぶ国立大学法人 東京大学北海道演習林が市域内にあり、その効果的利活用が求めら
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れており、農業の振興と自然景観・自然体験を合わせた通年型・滞在型観光の推進が本市

の経済の発展と地域振興に必要となっている。 

富良野市では、近年の少子化による児童・生徒の減少に伴い、学校の小規模化が年々進

んできている。このような中、西達布地域要望により平成 19 年４月樹海東小学校と樹海

西小学校が統合し、樹海小学校が樹海西小学校の校舎を利用して開校した。樹海東小学校

は廃校となったが、これまでも地域コミュニティーの役割も担っており、その利活用によ

る地域活性化が地域住民から切望されている。 

このため、廃校施設を民間事業者に無償貸付し、食農体験施設（食農研修施設・食農体験

塾）として利活用する。食農体験施設では、全国の有機型農業を目指している人や生産法人

または農家グループの人達に、農作物の実践栽培に即した科学的根拠・基礎学を勉強しても

らい、農業技術者・指導者・後継者を育成し、新規就農希望者への農業基礎学の指導や、消

費者や子供たちに対しての食農教育、農村・山間地域の活性化に向けたモデル事業の研究や、

安全安心な農産物の提供、さらに、観光協会や地元観光業者と連携し、周辺に位置する東京

大学北海道演習林を活用した自然体験や環境教育などの幅広い事業をこの施設で研修する

ことを通して地域振興を図るものである。 

 

（目標１）西達布地域における新規雇用      年間 ２０名 

     専門技術職を除き地域住民を雇用する 

（目標２）西達布地域における定住者          １０名 

（目標３）交流人口の拡大 

     全国からの研修者・視察者の受け入れ  年間２００名 

 

 

 

５ 目標を達成するために行う事業 

 ５－１全体の概要 

  平成19年３月をもって廃校となった樹海東小学校の施設を利活用するため、事業者に無

償で貸与し、地域の経済の活性化と基幹産業である農業の再生を図るため、減少する農業

者を確保し、農業技術者・指導者・後継者の育成、全国農業志望者の受け皿、消費者・子

どもたちの食農教育の場、農村・山村地域の活性化モデルの研究、当地域に憩いの場また
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消費者との交流の場を提供し、雇用の増大定住人口の拡大等につなげ地域の活性化を図る

ものである。 

  事業者が廃校施設を活用するに当っては、食農体験施設として、有機農法の研究・研修

を農業コンサルタントや地元農業生産者さらには（社）ふらの観光協会と連携し、推進し

ようとするものであり、有機栽培の基本は人づくりであり、生産者自身が環境問題やコス

ト削減の視点から土壌や肥料等を勉強し、土壌分析や施肥設計を促すことが重要であると

考える。 

平成18年12月施行された有機農法推進法の中で、化学肥料や農薬を使用せず、遺伝子組

み換え技術を利用しないことを基本に環境への負荷をできるかぎり低減した農業と定義

されており、有機栽培はこれからの農業にとって重要なことである。 

さらに環境への負荷を低減するために、地熱保存庫や冷雪利用、太陽熱や風力の研究に

よるエコ施設の事業展開を図るものである。 

この、民間事業者、地域、市が一体となった取組みにより、地域の雇用の増大や定住者

の確保が図られるものと考える。 

 

５－２法第４章の特別の措置を適用して行う事業 

（１）支援措置の番号及び名称 

 【番号】 Ａ０８０１ 

 【名称】 補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の転用の弾力化 

（２）事業の概要 

今回の支援措置によって、西達布地域への企業誘致によって、雇用の増大と定住人口の

拡大が図れることになり、富良野市の農業、観光、まちづくりの振興に寄与するものであ

る。 

具体的には校舎を食農体験施設（食農研修施設・食農体験塾）として位置づけ、管理事

務所、体験室、加工室等に利用し活用します。屋内体育館については、研修場、肥料置場

として活用する。 

詳細としては、有機栽培技術の研究と新しい農業生産者の人材育成を通じ、安全・安心

な食べ物が普及する社会の実現に貢献する活用を行える情報発信施設として利用するも

のである。 
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（３）支援措置の適用条件 

①廃校校舎等の設置者である地方公共団体において、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣

の認定を申請すること。 

廃校校舎等（富良野市立樹海東小学校～平成19年３月31日廃校）の転用弾力化について、

地域再生計画を作成し内閣総理大臣に認定申請する。 

 

②廃校校舎等を利用して実施される事業が「地域再生基本方針」に定める地域再生の意義及

び目標に合致するものであること。（民間事業者に対して廃校校舎等を貸与する場合にあって

は、民間事業者と地方公共団体が連携協力して進められる事業内容であること。） 

 

富良野市は、基幹産業である第１次産業の衰退に伴い若年層の市外へ流出するとともに、

少子高齢化の影響で過疎化が進展しており、新たな定住対策、就労対策が重要な課題とな

っている。 

こうした中、樹海東小学校と樹海西小学校の統合によって廃校となった樹海東小学校 

 の跡地利活用について、「樹海東小学校跡地利活用推進本部会議」を設置し、西達布地域

要望である地域経済の活性化と雇用の創出を図るために民間活力による利活用を決定し、

「富良野市未利用財産利活用基本方針」に基づき「樹海東小学校跡地利活用計画募集要 

 項」を策定し、公募した結果２社の応募があり、第１次書類審査、第２次プレゼンテー 

 ション（事業計画説明）を行い、選定委員による採点方式によって、3月16日、株式会社

ジャパンバイオファームに内定したことから、地域再生計画へ認定申請を行うこととした

ところである。 

具体的には、（社）ふらの観光協会の推薦を受けた貸与企業と地元生産者団体の協力を

得ながら、校舎・屋内体育館施設を管理事務所や研究室、研修室さらには加工室や体験室

として食農体験施設として、地元だけではなく全国の農業に興味ある人やこれから農業を

志す人を対象に、生産向上のための土壌づくり、施肥設計をすることで安全・安心な農産

物の生産研究や研修、さらには、体験学習を希望する修学旅行生を対象に、農業体験や手

づくり体験をとおし、食に関しても研修してもらい、幅広く富良野の農業と食の魅力を知

ってもらうことにより地元産物の消費拡大が図られる。また、地域住民が消費者のニーズ

を的確に把握することが可能となる。 

このことにより、農業の所得の向上並びに地域の自立につながるとともに、市・地域の
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課題である「地域経済の維持向上により、過疎化の脱却、地域の再生、雇用の確保」につ

ながるものと期待している。 

市としては、事業推進に係る用地の提供と廃校校舎等の無償貸与するほか、定住促進の

ために住宅２戸を確保することと、市の観光部局、農業部局と連携し、農産物等の販売並

びに各種イベントへ市職員を派遣し積極的な地元農産物のＰＲ活動を行うほか、民間事業

者や地域取り組む活動内容を市の広報紙・観光パンフレット・ホームページに掲載し幅広

く普及宣伝に努め、安定経営や地域住民との交流促進を側面から支援する措置を講じる。 

 

③地域再生の観点から実施される事業の効率的な実施に当たり、廃校校舎等の利活用が必要

であること 

 

  廃校する校舎を食農体験や自然体験を主とする食農体験施設に利活用し、地域の憩い

の場として、又、農村と消費者そして都市からの修学旅行生等の交流の場とすることに

より、農業振興や経済への活性化を目指すものである。 

施設を貸付して事業展開する内容は、農業の技術者・指導者・後継者の育成、新規就

農者への支援、消費者や子供たちの食農教育、農村・山間地域の活性化に向けたモデル

事業の研究や、安全安心な農産物の提供、さらに、周辺に位置する東京大学北海道演習

林を活用した自然体験や環境教育などの事業を通して地域振興に寄与するものである。

学校統合については、児童生徒の教育環境を考え教育効果を高めるために地域要望とし

て統合に至ったものである。その条件として学校跡地についてもこれまで学校としての

地域に果たしてきた役割と同じような利活用の要望があり、市として、庁内に樹海東小

学校跡地利活用推進本部会議を設置し、西達布地域の活性化に資する事業について検討

を重ねてきたが、地元では利活用者がいないため、「樹海東小学校跡地利活用計画 

 募集」の公募を実施し、民間事業者を内定したものである。 

 

④同一地方公共団体における無償による転用であること又は他の地方公共団体若しくは民間

事業者に対して廃校校舎等を無償貸与すること。 

富良野市は、株式会社ジャパンバイオファームに対し廃校となった樹海東小学校を無

償で貸与する。 



 ７

   また、その際、関係法令の規程に反しないように実施する。 

 

（４）施設の利用内容 

 

①校舎～昭和 50 年建設 1,568 ㎡ 

・利活用事業者の管理事務所・研究室・研修室・加工室・手づくり体験室として使用 

・利活用事業者が食農体験施設（食農研修施設・食農体験塾）として使用 

②屋内運動場～昭和 51 年建設 560 ㎡ 

・利活用事業者の肥料の保管庫、研修場として活用 

③屋外運動場～（11,570 ㎡） 

・利活用事業者が試験農場・観光農園・観光牧場として使用 

６ 計画期間 

認定の日から～平成 23 年 3 月末まで 

 

７ 目標の達成と状況に係る評価に関する事項 

利活用事業者における雇用人数並びに定住者人口の数値等を検証するとともに、貸与施設

の利用状況及び地域との交流活動状況を計画終了後、市職員及び有識者で構成する評価委員

会で検証し、当計画の成果について総合的に判断する。 

 

８ 地域再生計画実施に関し当該地方公共団体が必要と認める事項 

 特になし 

 

 


